
 

土木工事積算基準（平成 30 年 5 月）の一部修正その３ 修正比較表          

○○○○：追加・修正 

 

現  行（参－４－１） 修  正 備考（内容） 

第４章 給水装置整備工事等設計業務委託 

第１．積算の考え方 

１．設計業務における歩掛の補正 

設計業務の基本歩掛は「水道事業実務必携」（以下「実務必携」という。）配水管設計歩掛に準拠

するが、各作業が占める割合について下記のとおりとし、基本歩掛に下記の割合を乗じて歩掛を補

正する。 

作業区分 布設設計 撤去設計 舗装設計 接合替設

計 

割  合 ３８．８％ １８．７％ ２１．７％ ２０．８％ 

 
２．設計業務における単価の算出方法 

各工種における１ｋｍ当り標準歩掛に補正係数を乗じて求めた単価を、延長補正係数の根拠とな

る延長で除して１ｍ当り単価を求める。１件当り単価は１ｍ当り単価の５０倍とする。 

  

３．単価契約の場合の積算 

各工種において、その単価に対応する所定の諸経費（諸経費、その他原価、一般管理費等）を乗

じて計上し、単価を算出する。 

 

４．測量業務代価表 

(１) 平面測量 

ア．作業計画 

「Ⅲ－３ 第２．１．（１）作業計画」によるものとする。 

イ．現地踏査 

「Ⅲ－３ 第２．１．（２）現地踏査」によるものとする。 

ウ．用地現況測量（建物等） 

「Ⅲ－３ 第２．１．（３）用地現況測量（建物等）」によるものとする。 

オ．用地平面図作成 

「Ⅲ－３ 第２．１．（４）用地平面図作成」によるものとする。 

カ．標準数量表                            （１ｍ当り） 

名称 単位 数量 金額 備考 

作業計画 ｍ １ Ａ  

現地踏査 ｍ １ Ｂ  

用地現況測量（建物等） ｍ １ Ｃ  

用地平面図作成 ｍ １ Ｄ  

計 A+B+C+D  
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第１．積算の考え方 

１．設計業務における歩掛の補正 

設計業務の基本歩掛は「水道事業実務必携」（以下「実務必携」という。）配水管設計歩掛に準拠す

るが、各作業が占める割合について下記のとおりとし、基本歩掛に下記の割合を乗じて歩掛を補正す
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２．設計業務における単価の算出方法 

各工種における１ｋｍ当り標準歩掛に補正係数を乗じて求めた単価を、延長補正係数の根拠となる
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各工種において、その単価に対応する所定の諸経費（諸経費、その他原価、一般管理費等）を乗じ

て計上し、単価を算出する。 

 

４．測量業務代価表 

(１) 平面測量 

ア．作業計画 

「Ⅲ 委託業務編 第２章 第２．５．（１）作業計画」によるものとする。 

イ．現地踏査 

「Ⅲ 委託業務編 第２章 第２．５．（２）現地踏査」によるものとする。 
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カ．標準数量表                            （１ｍ当り） 

名称 単位 数量 金額 備考 

作業計画 ｍ １ Ａ  

現地踏査 ｍ １ Ｂ  

用地現況測量（建物等） ｍ １ Ｃ  

用地平面図作成 ｍ １ Ｄ  

計 A+B+C+D  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載場所の修正 

 

掲載場所の修正 

 

掲載場所の修正 

 

掲載場所の修正 

 

 

 

 


